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令和３年第４回藍住町議会定例会会議録（第１日） 

令和３年１２月１０日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂に招集された。 

１ 出席議員 

１番議員 前田 晃良 ９番議員 鳥海 典昭 

２番議員 竹内 君彦 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 米本 義博 １１番議員 林   茂  

４番議員 永浜 浩幸 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 宮本 影子 １３番議員 佐野 慶一  

６番議員 森  伸二 １４番議員 森  志郎 

７番議員 近藤 祐司 １５番議員 平石 賢治 

８番議員 紙永 芳夫 １６番議員 西川 良夫 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 喜美枝          主幹  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

教育次長 賀治 達也 

会計管理者 谷渕 弘子 

総務企画課長 梯  達司 

福祉課長 近藤 政春 

税務課長 齊藤 秀樹 

健康推進課長 江西 浩昭 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 増原 浩幸 

生活環境課長 橋本 清臣 

建設産業課長 東條 芳重 

上下水道課長 佐野 正洋 
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５ 議事日程  

 （１）議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議第６４号 令和３年度藍住町一般会計補正予算の専決処分を報

告し、承認を求めることについて 

第４  議第６５号 令和３年度藍住町一般会計補正予算について 

第５ 議第６６号 令和３年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）補正

予算について 

第６  議第６７号 令和３年度藍住町特別会計（介護保険事業）補正予算

について 

第７  議第６８号 令和３年度藍住町水道事業会計補正予算について 

第８  議第６９号 令和３年度藍住町下水道事業会計補正予算について 

第９  議第７０号 藍住町国民健康保険税条例の一部改正について 

第１０  議第７１号 藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

第１１  議第７２号 藍住町国民健康保険条例の一部改正について 
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令和３年藍住町議会第４回定例会会議録 

１２月１０日 

午前１０時開会 

○議長（西川良夫君） おはようございます。師走に入り、寒さとともに一段と気

ぜわしくなってまいりました。本日は、令和３年第４回藍住町議会定例会に、御出

席くださいまして、ありがとうございます。 

 ただいまから、令和３年第４回藍住町議会定例会を開会します。 

 

○議長（西川良夫君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

本日までに、１件の陳情と１件の請願書の提出がありますので、お手元に陳情受

付表及び請願文書表をお配りしております。後ほど、ごらんいただきたいと思いま

す。なお、本請願については議会最終日に審議をしたいと思います。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、９番議員、鳥

海典昭君及び１０番議員、小川幸英君を指名します。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第２、「会期の決定について」を議題にします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月２３日までの１４日間にした

いと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から１２月２３日までの１４日間に決定しました。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第３、議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予

算の専決処分を報告し、承認を求めることについて」から、日程第１１、議第７２

号「藍住町国民健康保険条例の一部改正について」までの９議案を一括議題としま

す。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 
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髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕  

◎町長（髙橋英夫君） おはようございます。師走に入り、何かと慌ただしくなる

とともに、次第に寒さも増し、冬の訪れを実感する季節となってまいりました。 

さて、本日、令和３年第４回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、

御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

議長から、提案理由の説明を求められたところでありますが、１２月定例議会は、

町長選挙後、初めての議会でありますので、冒頭の貴重なお時間をいただき、町長

就任の御挨拶と今後の町政運営の基本的な考え方を申し上げさせていただきます。 

さて、去る１１月２１日執行の藍住町長選挙におきましては、住民の皆さんから

多くの御支持をいただき、二期目の当選を果たすことができました。感激とともに、

職責の重さに身の引き締まる思いであります。皆さんの期待を裏切らないよう、全

身全霊を傾け町政に取り組んでまいりたいと考えております。 

また、私と議員の皆さんのそれぞれが二元代表制の一翼を担っております。今後、

対等な関係を保ちながら、ともに切磋琢磨し、また協力しながら、より良い町政を

実現したいと考えておりますので、皆様の御指導、御協力を心よりお願い申し上げ

ます。 

現在、国難とも言える少子高齢化の進展、そして年々と発生確率が高まっている

南海トラフ巨大地震、そしてこれらに加えコロナ禍であります。本当に先行きが不

透明な時代となっており、町政についても非常に難しいときであります。 

これまで本町は、人口の増加に支えられながら発展してまいりました。徳島市や

鳴門市に近い、土地が比較的安価であった、総合選抜校の学区内であったことなど、

幾つかの条件がそろったことで、人口は右肩上がりに増加してきました。 

そして、人口の増加とともにインフラの整備が進み生活の利便性が向上し、また

人口が増えるといったサイクルを幾度となく繰り返し、３万５，０００人余りの大

きな町となりました。   

しかし、徳島県全体の人口が、この５年間で約３万６，０００人減少する中で、

これまで本町の発展を支えてきた人口増加にも陰りが見え始めてきています。 

社会保障人口問題研究所の人口推計では、近い将来、この町の人口も減少に転じ

ることが予想されております。人口が減少すると、産業の衰退、経済の縮小により、

若者の流出が止まらなくなり、さらに人口が減少する負のスパイラルに陥ります。 



- 5 - 

今、まさに、まち・ひと・しごとの地方創生に積極的に取り組むときであると強

く感じております。 

私は、失敗を恐れず、誰が見ても魅力ある藍住町を築くための施策を積極的に展

開し、人口の維持、増加に努めてまいりたいと考えております。そのためには、福

祉や教育、環境、文化など、様々な分野で、さらなる取組が必要と考えております。 

今後、町の地域特性を最大限に生かしながら、魅力ある藍住町を築くため、職員

共々、一丸となって、精一杯頑張りたいと考えております。 

議員の皆様、また住民の皆様におかれましては、何とぞ、御理解、御協力を賜り

ますよう心よりお願い申し上げます。 

次に、提案理由の説明に先立ち、行政報告を申し上げ、一層の御理解を賜りたい

と存じます。 

まず、新型コロナウイルス感染症についてであります。７月中旬以降、感染力の

強いデルタ株による感染が全国に拡大する中、県内におきましても、お盆や夏休み

における人流の増加に伴い過去最大の第５波に見舞われました。 

その後、ワクチン接種効果の浸透とも相まって、９月に入ると、県内の新規感染

者数は、徐々に落ち着きを取り戻し、１０月には３１人、１１月には４人と急速に

減少することとなりました。 

現在、新規感染者がゼロの日が続き、とくしまアラートは全て解除され、本町に

おいても９月２６日以降、新規感染者の発生が確認されてない状況となっておりま

す。 

一方、世界各国で急速に感染が拡大している新たな変異株オミクロン株が国内で

も確認されていること等から、今後、感染拡大、第６波が到来するとも言われてお

ります。引き続き感染症対策にしっかりと取り組み、気を緩めることなく緊張感を

持って、対応に当たってまいります。 

次に、新型コロナワクチンの接種についてであります。 

本町におきましては、１１月末までに希望者のワクチン接種を終了するとの国の

方針に従い、ワクチンの２回接種を１１月２７日に終了したところであり、現在の

ワクチン接種者数は、２万６，７４３人、率にして８６パーセントと全国平均や県

内平均を大きく上回る接種率となっております。現在は、新しく１２歳になられた

方、または、諸事情により接種できなかった方について、随時受付を行っておりま

す。 
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また、今月からは、先行接種した医療従事者を対象に３回目の接種を開始してお

り、来年１月下旬からは６５歳以上の高齢者への接種をスタートさせ順次対象を拡

大することとしております。 

国の接種方針が二転三転する状況にありますが、今後とも、ワクチン接種が円滑

に進むよう県や町医師会との緊密な連携のもと、全力で取り組んでまいります。 

次に、町独自の経済対策についてであります。 

本町におきましては、外出自粛や感染予防への協力により、多大な影響を受けて

いる民間事業者や町民の皆様への支援策を積極的に展開しております。 

低所得の子育て世帯に児童１人当たり５万円を支給する子育て世帯生活支援特別

給付金事業については、１７９世帯３２０人に支給を完了し、２月末まで引き続き

受付を実施しております。 

また、１世帯に１セット、１万５，０００円の商品券を１万円で購入いただく、

地域活性化商品券については、１０月末現在で、対象世帯の約７割の１万３５４世

帯の皆様に購入いただき活用されております。 

さらに、県が行う営業時間短縮要請に応じた町内の飲食店及び関連事業者への支

援として、時短営業飲食店支援事業及び藍住町飲食関連事業者支援事業について、

１１月１５日より申請の受付を開始し、現在３２件の申請を受け７１０万円を交付

しております。申請期限は、来年１月末となっており、引き続き制度の周知と受付

を行ってまいります。 

今後とも、これらの事業の円滑な実施を通し、町内経済の活性化、町民の皆様の

生活支援につなげてまいります。 

次に、学校施設の整備といたしましては、町内４小学校におけるトイレの乾式化

及び洋式化、東幼稚園における男女別トイレの設置について、年度内の完成を目指

し工事を進めているところであります。 

なお、小中学校特別教室の空調整備工事については、今月中に完了予定となって

おります。 

 ＧＩＧＡスクール構想の一環で導入を進めております電子黒板については、世界

的な半導体不足の影響を受けて納期に遅れが生じておりますが、早期に納品される

よう努めているところであります。今後とも、子供たちが学習しやすい環境作りを

更に進めてまいります。 

次に、藍の魅力発信についてであります。 
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地域おこし協力隊が、町内約４，６００平方メートルの畑で藍を栽培し、９月か

らは勝瑞城跡公園の寝床で蒅作りを始めております。寝せこみや切り返しの作業を

繰り返し、今月中には、藍住町産の蒅、約３０俵が仕上がる見込みとなっておりま

す。 

また、民間活力を活用し、藍の魅力発信やサービス水準の向上と経費の節減を一

層図るため藍の館及びあいずみ藍工房につきまして、指定管理者制度の導入に向け

た事務作業を進めております。候補者の選定ができ次第、３月議会に関連議案を提

案の上、議決をいただき運用を開始したいと考えております。今後とも、町内外に

向け、阿波藍の魅力を発信してまいります。 

これより、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。 

議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予算の専決処分を報告し、承認を求

めることについて」は、歳入歳出とも４，５５２万１，０００円増額し、予算総額

を１１６億７，１５２万１，０００円とするものです。 

主な歳出の補正内容は、総務費では、衆議院議員選挙執行経費で３２２万５，０

００円増額。 

衛生費では、３回目接種コールセンター運営業務で１，６６８万２，０００円増

額。 

商工費では、時短営業飲食店支援事業補助金で２，４９４万６，０００円増額。 

歳入の補正では国庫支出金で、地方創生臨時交付金及び新型コロナワクチン接種

事業補助金４，２２９万６，０００円増額、県支出金では、衆議院選挙委託金３２

２万５，０００円増額するものであります。 

議第６５号「令和３年度藍住町一般会計補正予算について」は、歳入歳出とも５

億３４７万９，０００円増額し、予算総額を１２１億７，５００万円とするもので

あります。 

主な歳出の補正内容は、人件費については主に４月の人事異動等に伴う各科目間

の増減を全般にわたって調製を行いました。 

総務費では、後納郵便料金４８０万円増額。 

民生費では、子育て世帯への臨時特別給付事業(先行給付金)、３億２，２００万

円、後期高齢者医療費１，５３６万９，０００円の増額。 

衛生費では、新型コロナワクチン接種事業費６，３０３万２，０００円増額。 

農林水産業費では、地籍調査事業費２，３７０万円増額。 
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土木費では、一般町道新設改良費１，６３０万円増額。一般排水路新設改良費で

６００万円増額。 

教育費では、南幼稚園駐車場用地購入費で約２，０００万円増額。                                                                  

歳入の主な補正では、地方交付税で２億２，３４６万３，０００円増額。国庫支

出金で３億９，８０１万２，０００円増額。県支出金で１，７３８万１，０００円

増額。繰入金で３億６，２６０万円減額。繰越金で１億３，５３０万８，０００円

増額。町債で９，１８４万円増額を行うこととしております。 

議第６６号「令和３年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）補正予算について」

は、歳入歳出とも６，１４８万７，０００円増額し、総額３５億１，１４８万７，

０００円とするものです。  

主な歳出の補正内容は、療養給付費５，２１６万４，０００円、高額療養費８９

９万８，０００円の増額。 

歳入の補正では、前年度繰越金６，１４３万円の増額を行うこととしております。 

議第６７号「令和３年度藍住町特別会計（介護保険事業）補正予算について」、 

歳入歳出とも３２１万１，０００円増額し、総額２８億４，５７６万３，０００円

とするものであります。  

主な歳出の補正内容は、諸支出金を２３０万円増額。 

歳入は、介護給付費交付金を３２１万１，０００円増額するものであります。 

議第６８号「令和３年度藍住町水道事業会計補正予算について」は、収益的支出

では、本年度に借り入れた企業債の償還に伴う支払い利息の３０万円を増額し、総

額で５億１，５８７万８，０００円。 

資本的支出では、本年度に借り入れた企業債の償還金２，０２０万円を増額し、

総額４億９，４２５万円とするものであります。 

議第６９号「令和３年度藍住町下水道事業会計補正予算について」は、資本的収

入では、企業債で２，１３０万円、補助金で１，１９５万円合わせて３，３２５万

円増額し、総額１１億４，８０４万１，０００円。 

資本的支出では、建設改良費で３，３２５万円を増額、総額で１２億１，７８１

万円とするものであります。 

議第７０号「藍住町国民健康保険税条例の一部改正について」は、健康保険法等

の一部改正により未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置が導入される

ため、本条例の一部を改正するものであります。 
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 議第７１号「藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について」は、「特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業」並びに「特定子ども・子育て支援法」施行規則の一部を改正する内閣府

令により、文字列の一部が訂正されたことに伴い、本条例の一部を改正するもので

あります。 

議第７２号「藍住町国民健康保険条例の一部改正について」は、国民健康保険法

の一部改正により、出産育児一時金を４０万４，０００円から４０万８，０００円

に改正するものであります。 

以上、補正予算で６件、条例関係で３件、計９議案について、その提案理由と概

要を申し上げましたが、何とぞ、十分御審議の上、全議案について原案どおり、お

認めをいただきますよう、お願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（西川良夫君） これより、担当理事者から補足説明を求めます。  

この間、議事の都合により、小休いたします。 

なお、議案の補足説明につきましては、要点を分かりやすく説明してください。 

 午前１０時２０分小休 

 

小休中に梯総務企画課長、江西健康推進課長、佐野上下水道課長 

齊藤税務課長、近藤福祉課長、補足説明をする 

 

 午前１０時５６分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

お諮りします。議案調査のため１２月１１日から１２月１９日までの９日間、休

会としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、１２月１１日から１２月１９日までの９日間を休会とすることに決

定しました。なお、次回本会議は、１２月２０日午前１０時、本議場において再開

いたしますので、御出席をお願いいたします。本日は、これをもって散会といたし

ます。    

 午前１０時５７分散会 
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令和３年第４回藍住町議会定例会会議録（第２日） 

令和３年１２月２０日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 前田 晃良 ９番議員 鳥海 典昭 

２番議員 竹内 君彦 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 米本 義博 １１番議員 林   茂  

４番議員 永浜 浩幸 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 宮本 影子 １３番議員 佐野 慶一  

６番議員 森  伸二 １４番議員 森  志郎 

７番議員 近藤 祐司 １５番議員 平石 賢治 

８番議員 紙永 芳夫 １６番議員 西川 良夫 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 喜美枝          主幹  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

総務企画課長 梯  達司 

福祉課長 近藤 政春 

健康推進課長 江西 浩昭 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 増原 浩幸 
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５ 議事日程 

（１）議事日程（第２号） 

第１ 一般質問 

  

 

８番議員 紙永 芳夫 

１１番議員 林    茂 

１０番議員 小川 幸英 
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令和３年藍住町議会第４回定例会会議録 

１２月２０日 

午前１０時９分開議 

○議長（西川良夫君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

                                                  

○議長（西川良夫君） 日程第１、「一般質問」を行います。一般質問の通告があ

りましたのは３名であり、これより既定の順序によりまして一般質問を許可いたし

ます。 

なお、あらかじめお願いをしておきます。質問時間は１時間となっております。

質問者は通告内容に基づき、質問の趣旨を明確にして質問してください。理事者は、

質問内容に的確に答弁をするようお願いいたします。 

 

○議長（西川良夫君） それでは、まず初めに８番議員、紙永芳夫君の一般質問を

許可いたします。 

紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●８番議員（紙永芳夫君） 議長の許可を頂きましたので、一般質問をさせていた

だきます。 

 質問に入る前に、まずもって、髙橋町長の二期目の御当選、誠におめでとうござ

います。 

 これまでの一期４年間の実績と豊富な行政経験に裏打ちされた着実な町政運営が

多くの町民に評価された結果であると思います。この選挙で髙橋町長は未来への挑

戦を掲げ、今後、本町にも到来する人口減少、少子高齢化を見据えて、覚悟と行動

をもって責任ある町政運営に積極果敢に取り組まれることを表明されております。

まさに、時代は先行き不透明感が高まっています。豊かな実績があり、未来へのビ

ジョンが描ける政治家が求められており、髙橋町長に寄せられた期待は大変大きな

ものがあると思います。 

 いよいよ髙橋町政の二期目のスタートであります。新たなステージのもと、これ

まで以上に町民が幸せを実感できる町政の推進、実現を期待しております。 
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 さて、今回は１２年ぶりの町長選挙となりました。髙橋町長にとっては、初めて

の選挙戦であり、無投票で町民から信任された一期目とは異なり、選挙運動を通し

て、多くの町民から様々な声を聞いてこられたと思います。そこで、お伺いをいた

します。二期目、４年間のスタートにあたり、町民の声をどう受け止め、今後の町

政をどう進めていくか、御答弁をお願いいたします。 

○議長（西川良夫君） 髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 紙永議員さんから、二期目、４年間のスタートにあたり、

町民の声をどう受け止め、町政をどう進めていくのか御質問をいただきました。 

 まずもって、この度の町長選挙におきましては、多くの町民の皆様に御支援を賜

り、二期目の町政運営を担わせていただけることに心より感謝を申し上げます。 

 また、多くの議員の皆様からも力強い御支持をいただきました。重ねてお礼を申

し上げます。皆様から寄せられた負託の重みを厳粛に受け止め、これまでの経験を

生かし、町民の福祉の向上と藍住町の発展のため全力で取り組んでまいる所存であ

ります。 

 私にとって初めての選挙戦となった今回は、全国的に人口減少や少子高齢化が進

みつつある中、これまで本町の発展を支えてきた人口増加基調にも陰りが見え始め、

将来的には減少が見込まれる厳しい未来像を町民の皆様に包み隠さず御説明いたし

ました。こうした未来像を踏まえ、今後、本町にとって重要な施策は、単なるばら

まきや次世代に負担を先送りする場当たり的なものではなく、町の将来ビジョンを

見据えた未来につながる投資や持続可能な子育て支援などであり、私が公約に掲げ

た各種の取組は、多くの町民の皆様に共感をいただきました。 

 また、１８歳までの医療費の無償化、認可保育所の整備促進など一期目に取り組

んできた施策にも大きな評価をいただきました。 

 残念ながら、投票率はこれまでの町長選挙で最も低いものとなりましたが、これ

は現在の町政運営が安定しており争点が乏しかったことも、その要因の一つではな

かったかと考えております。いずれにいたしましても、選挙が終わればノーサイド

です。全ての町民の皆様とともに、誰もが住んで良かった、そして、住み続けたい

と思っていただける魅力あふれる藍住町を築くため、これまで以上に積極果敢に取

り組んでまいります。 

 私は、今後４年間、未来への挑戦を続けます。町民の皆様とともに未来に向けて
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歩み、未来を創造することを改めてお約束します。 

 そのため、今後とも町民の皆様の声を真摯にお伺いするとともに議員の皆様と真

剣に議論しながら先頭に立って、ふるさと藍住町の発展のために全身全霊を傾けて

全力で取り組んでまいります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●８番議員（紙永芳夫君） お答えを頂きました。 

 今回の町長選挙を通し、多くの町民の声を聞き、町内をくまなく回ることで、髙 

橋町長は藍住町への思いをより一層強くしたのではないかと感じました。 

 髙橋町長を支持した１人として、この４年間の活躍を大いに期待するものであり 

ます。また、今の町長の答弁の中では、未来につながる投資、持続可能な子育て支 

援とお話しされましたが、町長選にあたって幾つかの公約を掲げられています。 

いずれの公約も町民から、その実現が待ち望まれているところであります。 

今後、これらをどのような方針のもとに進めていくのか。現時点でのお考えを聞 

かせていただければと思います。 

○議長（西川良夫君） 髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 紙永議員さんから、公約の進め方、方針について御質問を

いただいております。 

 私は、この選挙戦に臨むにあたり藍住町の未来を展望し、今後、いつまでも続か

ない人口増加基調や減収が見込まれる税財源の現状を踏まえ、本町が今実施するべ

き投資や限られた財源を活用した継続できる子育て支援など未来に向けて誰もが安

心して暮らせる町を実現するための施策を熟慮の上、公約に掲げたところでありま

す。 

 お約束した公約の実現に向けては、町民の皆様の御期待に応えられるよう、全力

で取り組む所存であります。 

 今後、次年度に向けた予算案を提案する３月議会において、具体的に御説明をい

たしたいと考えておりますが、現時点での幾つかの事業の方向性について、お答え

させていただきます。 

 まず、高齢者の生きがいを支える活動拠点施設、並びに若い世代の移住・定住の

促進を図るためのスポーツパーク・バーベキューパークについては、今後４年間で



- 15 - 

の整備を実現するため可及的速やかに持つべき機能を鋭意検討するとともに、建設

候補地の選定を進めてまいりたいと考えております。 

 また、その実現には多額の費用が必要となります。国等の有利な補助金や交付金、

地方債の活用など町財政への負担を極力少なくするよう検討を進めてまいります。 

 放課後児童クラブでの昼食支援については、これまで保護者の方々からも強く御

要望をいただいており、働く保護者の負担軽減を図るとともに保護者がゆとりをも

って児童と向き合う時間がとれるよう民間調理業者の弁当を給食費並みの価格で提

供することを想定しております。 

 また、あらかじめ弁当の献立をお示しすることで、当日の要、不要を選択いただ

くなど、柔軟な対応ができる制度設計に努めてまいります。 

 男女共同参画を推進するための育児休業取得促進奨励金につきましては、今後、

町内の事業所に男性従業員の育児休業の取得状況について、アンケート調査を実施

するなど、その実態把握を行い、これまで以上に男性の育児参加が進むよう効果的

な取組を推進してまいります。 

 このほかにも公約を掲げておりますが、それを実現するためには、町議会の議員

の皆様に様々な視点から御意見を賜り、議論を交わしながら進めていく必要がある

と考えております。 

 今後、それぞれの施策の進捗に伴い町議会の場で御説明をさせていただきたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。以上、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（西川良夫君） 紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●８番議員（紙永芳夫君） 町民の期待に添えるよう早期の着手、完成に向けて取 

組を進めていただきたいと思います。また、その進捗については議会に説明、報告 

いただくことを重ねて要望しておきます。 

 次に、新型コロナウイルスのワクチン接種について、お伺いをいたします。本町

においては、町内の医療機関と連携し、積極的にワクチン接種が進められてきまし

た。町民体育館で行われた集団接種では、多くの町民が速やかに接種できたことで

子供から高齢者に至るまで県内でもトップクラスの接種率となっていると伺ってお

ります。 

 先月には、ようやく２回目の接種が終了したところですが、今月からは３回目の
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接種がスタートしております。現在は、ワクチンをいち早く接種した医療従事者が

対象となっており、年明けからは、高齢者に向けた接種が始まるものと思います。 

 そこで、まず、接種対象者や接種するワクチンの種類など３回目接種を進めてい

く上での基本的な考え方についてお尋ねをいたします。 

○議長（西川良夫君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 紙永議員さんから、３回目のワクチン接種について御質

問をいただいております。 

 本町におきましては、これまで町内医療機関と連携して積極的にワクチン接種を

展開し、その結果、２回目接種率は１２月９日時点で８６パーセントに達し、年代

別では、６０代以上の方が９２．７パーセント、４０代から５０代の方が８６．３

パーセント、２０代から３０代の方が７９．３パーセントと国のワクチン分科会が

定める理想的な接種率を達成しておりまして、さらには、１０代においても７６．

９パーセントと高い接種率となっております。 

 今年の夏にはデルタ株が猛威を振るい、新規感染者数は増加の一途をたどってお

りましたが、２回目のワクチン接種の進捗に歩調をあわせるように新規感染者数は

大きく減少してまいりました。 

その一方で、日本に先行してワクチン接種が進められてきた諸外国におきまして

は、一時減少した新規感染者が再び増加に転じていることが報道されておりまして、

国内におきましても同様に推移するのではないかと懸念されているところです。 

 厚生労働省によりますと、ワクチンの効果は時間の経過に伴い徐々に低下してい

くことが様々な研究結果から示唆されておりまして、２回目のワクチン接種を終了

した方に対して、一定期間経過後３回目の接種を行うことが望ましいとされており

ます。 

 また、３回目の接種では、２回目接種のワクチンとは異なるワクチンを接種する

交互接種が認められており、２回接種のワクチンの種類にかかわらずファイザー社

製もしくは、武田・モデルナ社製のワクチンを選択することとされております。 

 現時点では、基本１８歳以上の方が接種対象とされておりまして、本町では２回

目接種を終了した約２万４，５００人の方が対象となります。既に議員さんからの

質問にございましたように先行接種した医療従事者の接種が始まっておりまして、

来年１月からは高齢者への接種を予定しております。 
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 国におきましては、ワクチンの接種期間でありましたり、変異株への対応、効果

などを巡りまして自治体の接種の準備が進む中、こうしたことに変更が示されると

いうような状況にもなっておりますが、本町といたしましては、今後とも国の動向

を注視しつつ柔軟な対応ができるよう、引き続き県や医療機関と連携し、円滑な接

種に向けて取り組んでまいります。 

○議長（西川良夫君） 紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●８番議員（紙永芳夫君） お答えを頂きました。 

 新型コロナワクチンの接種については、国の接種方針が二転三転しているようで

あり、現場は大変な御苦労をされているのではないかと思います。答弁の中でもあ

りましたように柔軟な対応が求められており、高齢者接種に向けて着実に準備を進

めていただきたいと思います。 

 最後に、もう１点お伺いいたします。 

高い接種率を誇る本町のワクチン接種ですが、今年の１回、２回目の接種を振り

返ってみますとコールセンターへの電話がつながらず、スムーズに予約ができない

高齢者が発生しました。こうしたことから、今回の３回目の接種では、高齢者の接

種予約に工夫をされて取り組まれることと思います。 

 そこで、高齢者への対応も含め３回目接種が本格化する１月に向けて、どのよう

に準備を進めているのか、お伺いをいたします。 

○議長（西川良夫君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 紙永議員さんから３回目接種に向けた準備について御質

問をいただきました。 

本町といたしましても３回目の接種が円滑に実施できるよう町内医療機関と協議

を重ねるとともに国の動向や県からの情報に留意しつつ準備を進めております。 

 まず、１月には、高齢者施設の入所者への接種を開始する予定としており一、二

回目と同様に嘱託医などが施設に出向いて接種することとなり、この接種には予約

を行う必要はありません。その後、２月に入りまして在宅の高齢者への接種が始ま

ることととなり、これまで同様に電話やインターネットを通して接種予約をしてい

ただくこととなります。 

 一、二回目の接種では、高齢者の方に、まとめて接種券を発送いたしましたが、
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今回３回目の接種では、２回目接種から一定期間が経過した方から順次、２週間ご

とに小分けにして接種券を送付することとしておりまして、このことで少しでも電

話回線の混雑を解消することができればと考えております。 

 ただ、先週金曜日になりますけれども、在宅の高齢者の接種を７か月にするとい

う岸田総理からの方針が示されたところでございます。この方針に伴いまして、本

日自治体に説明会が開催されるというところになっておりますので、また、送付に

つきましては、我々また再検討をしながら進めてまいりたいと考えております。 

 また、接種の電話を受ける体制でございますが、板野郡で設置しているコールセ

ンターの電話回線を１０回線でこれまで対応していたところですけど、これを１０

回線から１５回線に増設いたしますとともに、藍住町の高齢者だけを対象とする専

用回線を新たに１０回線設けることとしております。加えて、前回と同様にパソコ

ンに不慣れな高齢者を支援するため予約支援窓口を開設するとともに民生委員の皆

様と連携し、高齢者の皆様の予約が速やかに行えるよう、できる限りの支援を行っ

てまいります。 

 次に、接種体制についてでございますが、一、二回目と概ね同じの２０の医療機

関が御協力いただけることとなっており、十分な体制を確保しておりますが、交互

接種が認められる３回目接種には、２種類のワクチンが概ね半分ずつの割合で、本

町に配分されることが予定されております。このワクチンを巡っては、副反応であ

りましたり、新たな変異株でありますオミクロン株への有効性などにより、いずれ

か一方へのワクチン接種に希望が偏ることも想定されるところであります。このた

め、それぞれの医療機関でどのワクチンを扱っていただけるのか、現在、町医師会

と協議を重ねているところであります。 

 県におきましては、武田・モデルナ社製のワクチンを活用した大規模接種を行う

ことが公表されておりまして、県内企業や大学による職域接種についても国への申

込みが始まったところであります。引き続き、こうした国や県などの動きや情報を

注視しつつ、町医師会と連携して、しっかりと準備を進めてまいります 

○議長（西川良夫君） 紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●８番議員（紙永芳夫君） お答えを頂きました。 

 ファイザー社製と武田・モデルナ社製のワクチンが本町に配分されるということ 

でありますが、やはり、一、二回目をファイザー社で接種した人は、３回目もファ 
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イザー社という方が多いのではないかと思います。 

 今後、接種者の希望に添ったワクチン接種が進むよう、しっかりと準備を行って

いただくようお願いいたします。２回目接種の終了とともに、すぐに３回目の準備

が始まりワクチン接種は、本当に大変な業務ではないかと思います。今後のワクチ

ン接種の動向にもよりますが、いつまでもこうした状況が続くようであれば、ワク

チン接種業務に特化した新たな組織が必要ではないかと思います。組織の在り方に

ついては、町当局で考えられることですので、これ以上は申し上げませんが、今後、

検討いただくことを要望しておきます。 

 最後になりましたが、最前線でワクチン接種に尽力されている医療機関、町職員、

関係者の皆様に改めて敬意を表するとともに引き続き町民のため円滑な接種への取

組をお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（西川良夫君） 小休いたします。 

午前１０時３３分小休 

午前１０時３８分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、１１番議員、林茂君の一般質問を許可いたします。 

 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、議長の許可を頂きましたので、一般質問通告

書に従って質問をいたします。 

 私は、１２月１０日開会の１２月定例会に議長に一般質問通告書を提出をいたし

ました。通告書の要旨は、１点目は藍住町長選挙についてであります。１項目めは、

無差別に郵送された怪文書の件です。２項目めは、公開討論会の件です。３項目め

は、投票率の件です。この一般質問通告書に対し、西川良夫議長から１４日、火曜

日の早朝に突然電話がありました。電話の内容は、１項目めの怪文書に対し、髙橋

町長の見解を問うという質問と２項目めの公開討論会の件です。この二つの質問を

取り下げるように言ってきました。私は質問の取下げを拒否したところ「謝らなあ

かんようになる」と恫喝されました。なぜ私が謝る必要があるのか教えてください。 

３項目めの投票率の件は、取下げなくてもよいということでした。 

私は町議会と議員の役割について、次のように思っています。町議会は町民と町
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政を結ぶ公式な場であります。そして議員は、選挙で選ばれた町民の代弁者です。 

議員は町民の声を町政に届ける役割があります。届けた声や要望を実現するために

活動するのが議員です。西川良夫議長の一般質問通告書に対する取下げというのは、

町議会と議員の役割を否定するものです。このように私は思うわけです。 

先ほど議会開会前に、議会運営委員会が開かれました。その中での「町の一般事

務以外は質問ができない」、このような発言がされました。それで取下げがという

ことでしたが、私は取下げをするのでなく、この問題について、どのように私たち

が考えたらいいのか、そして、この一般事務以外で質問できないという根拠、これ

はもう裁判所でも判例が出ています。そこも少し紹介いたします。 

「地方議会議員は､議会で発言する自由が憲法で保障されていて、議会等で発言す

ることは､議員として最も基本的・中核的な権利と規定されています。」 

｢地方議会議員は､憲法で定められた地方公共団体の議事機関である地方議会(憲

法９３条１項) の構成員として､当該地方公共団体の住民による直接選挙で選出さ

れ(同条２項)､議会本会議や委員会における自由な討論､質問・質疑等を通じ､当該地

方公共団体の住民の間に存する多元的な意見や諸々の利益を当該団体の意思形成・

事務執行等に反映させる役割を担っているのであるから､地方議会の議員には､表現

の自由(憲法２１条) 及び参政権の一態様として､地方議会において発言する自由が

保障されていて､議会等で発言することは､議員としての最も基本的・中核的な権利

というべきである｡｣このように述べているわけです。 

そこで、もう１点、議長の役割についてです。 

地方自治法１０４条は、「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持

し、議事を整理し、議会の事務を統合し、議会を代表する」と決められています。

議長の権限の範囲内には議場内でのことであって、一般質問通告書の記載内容につ

いては、議長権限の範囲内には何ら権限はないと私は思います。 

議会は言論の府です。発言自由の原則、討論自由の原則です。議長権限は法令に

おいて明確に記載されており、自分勝手に何でも規制できるのではなく、法令に従

って行うべきです。 

藍住町議会に新たなこの点では汚点を残したと、こういうふうに私は思います。

議長の逸脱した行為を、私は認めることはできませんでした。これはやはり議会制

民主主義を破壊をする。このような行為に通じると思います。言論の府である議会

に対する介入を許すことはできない。こういうふうなことで私は一般質問の通告書
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を取り下げない、このような理由であります。もし、反論があればおっしゃってく

ださい。 

 それでは、続けていきます。私は今回の藍住町長選挙についてですが、１１月２

１日投票で行われた町長選挙というのは、藍住町に大きな汚点を残したと、このよ

うに思うわけです。その理由としては、無差別に郵送された怪文書でございます。

この怪文書というのは、宗教を悪用した人権侵害、政治活動の妨害です。これを許

すと民主主義の破壊につながる。憲法を守るべき立場にある、町長の見解を伺う。

こういうふうに私は質問の中で述べました。これはこの前の町議会でも怪文書が出

されました。今回も出されました。既に、怪文書につきましては、もう皆さん方も

御存じと思います。こういう、世界救世教からこのような。議員の皆さん、これが

無差別に配布された。 

〔林議員、文書を見せる〕 

●１１番議員（林茂君） 少し中を読みます。「世界救世教、町長候補、信者、三

輪浩美、町議会議員、信者、小川幸英、藍住町の皆様、世界救世教に入信しましょ

う。」こういう文です。それで、この怪文書というのは１１月４日未明、鴨島郵便

局から不特定多数の方に送られていたわけでございます。 

〔奥村議員、「誰がやったや分からんやつ持ってきたって分からんでないか。」

との声あり〕 

〔聞き取れない声あり〕 

●１１番議員（林茂君） 議長、ちょっと発言、中止させてください。 

○議長（西川良夫君） 静粛にお願いします。 

●１１番議員（林茂君） 議会でね、議員が一般質問するときには、どのような意

見であろうと真摯に受け止めるということです。 

   〔奥村議員、「ひとりごとじゃ。」との声あり〕 

●１１番議員（林茂君） 続けます。 

それで既にですね、不特定多数に送られてきましたが、中には、既に亡くなった

方も数人おいでになりました。「なんでこんなものを送ってくるのか、選挙の妨害

でないか、汚いことするなあ、三輪さんが世界救世教の信者とは、応援できん。」

と言う方もでてきました。こういう事態も招いたわけです。 

１１月５日にはツイッターで拡散されており、かなりの方が閲覧しています。ツ

イッターで出てきたんです。私もこれダウンロードしたんですけど、かなりの方が
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閲覧されておると、こういう。それでですね、この件については、三輪さんと小川

議員がこのような怪文書というのは、宗教を悪用した人権侵害だと、そして政治活

動の妨害であるということで、封書などの証拠をそろえて、北署に届けているわけ

です。北署は既に受理をして捜査が始まっています。私の知り合いにも何人か直接

尋ねてこられたということが私にも報告がありました。私は１日も早く真犯人を捕

まえてほしいと思います。 

それで、その後です。町長選挙後１２月６日なんです。小川議員が野菜を販売し

ている大根にこの世界救世教のシールが貼られていたんです。世界救世教の。 

〔林議員、資料を提示する〕 

●１１番議員（林茂君） 大根に世界救世教のシールを貼る。とんでもない、この

ように思います。これは本当にひどい嫌がらせです。この点では、やはり小川さん

に対する嫌がらせだけでなく、信用失墜、そして営業妨害にも該当するんでないか

と。余りにもひどいと思います。私はこの点で、先ほど申しましたように、このよ

うな怪文書について、どのように思うのかということで、私は町長の見解を聞くと

いうことで質問を出したんです。ですから、町長が自分の思いを是非こうこうだと

いうことを答弁していただいたらと思います。 

   〔傍聴席から発言する者あり〕 

○議長（西川良夫君） 髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 林議員さんから御質問をいただきました文書については、

誰がどのような目的で郵送したのか、現在のところ不明であります。既に警察にも

相談されていると報道でも拝見しており、適切に対応がなされるものと考えており

ますのでコメントは差し控えさせていただきます。 

なお、日本国憲法は国民の権利・義務などを定めた我が国における最高法規であ

り、遵守することは当然のことであります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 町長の答弁のとおりです。憲法でやはり保障されていま

す。思想・信条・宗教の自由なんです。これはやはり守っていくということで答弁

を頂きありがとうございます。 

 それでは続けて２点目です。これも取下げをしてほしいという御意見がありまし
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た。２点目はですね、民間が両候補による討論会を企画をしたものの髙橋町長は公

務を理由に不参加にされたということで、非常に私は残念でなりませんでした。選

挙戦で両候補がどのような政策を掲げて、そして、それがどういう、まちづくりを

やっていくかということをお互いに訴えていただきたかったと私は思うわけです。

この点で、できれば日程調整をして、先ほど髙橋町長が議場で４年間の実績、今後

の藍住町政をこのようなというふうなことで展望を語っておられました。このよう

なことを町民の皆さんに訴える最大の機会であり、最大のチャンスでなかったかと、

このように思います。そういう点で非常に、この公開討論会が中止になったという

ことは残念でありました。 

   〔髙橋町長、「答弁いらない。」との声あり〕 

○議長（西川良夫君） 質問ですか。 

 林議員、質問ですか、今の。 

●１１番議員（林茂君） 要望です。 

○議長（西川良夫君） 要望。 

●１１番議員（林茂君） 答弁いりません。 

○議長（西川良夫君） 答弁いらない。 

   〔髙橋町長、「なんで参加できなかったかっていうことを。」との声あり〕 

   〔林議員、「公務ということで。」との声あり〕 

   〔髙橋町長、「いやいや、まあ。」との声あり〕 

〔林議員、「ほな、どうぞ。」との声あり〕 

○議長（西川良夫君） 髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 公開討論会につきましては、事前の日程調整もなく一方的

に開催日時を決めて通知がありました。この参加者の都合を聞かない強引な進め方

に私としては大変驚いたところであります。それと、なぜ優先したのかというとこ

ろになりますけれども、私は選挙期間中も町政を停滞させることなく推し進めるこ

とが現職の町長として町民の皆様の期待に応える最も重要な役割であるとの認識の

もと、公務を優先させて選挙戦を戦ってきました。なお、公開討論会が呼び掛けら

れた当日というのは、町長選挙告示日の前日であり、選挙準備も十分ではないなか、

地元国会議員の先生にお忙しいところお時間を頂き、面会いただく約束をしていた

ことから藍住町役場を１８時に出発し、帰ってきたのは２３時頃となりました。 
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私の藍住町の未来を思う気持ちは町政報告として町内全戸に配布し、町民の皆様

に御理解いただけるよう努めており、この町を思う私の気持ちというのは誰にも負

けません。そういった理由で、今回欠席をさせていただきました。以上、答弁とさ

せていただきます。 

   〔傍聴席から発言する者あり〕 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、答弁を頂きました。 

続けて、３項目めを質問いたします。藍住町は当日有権者数は２万８，７３７人。

投票率は４４．０６パーセントでした。１２年前に藤川候補が立候補した時の投票

率は５２．３パーセントでした。今回それより８．２４ポイントを下回り過去最低

の投票率になりました。 

投票率が低い原因は、どこにあるのか、どのように考えているのか。そして、投

票率を上げるために町はどのような役割を果たしたのか。この２点、お伺いいたし

ます。 

○議長（西川良夫君） 増原住民課長。 

〔住民課長 増原浩幸君登壇〕 

◎住民課長（増原浩幸君） 林議員さんの「町長選挙において投票率が低い原因並

びに投票率を上げるために町はどのような役割を果たしたのか」について、答弁を

させていただきます。 

投票率の低下については、全国的に課題となっているところでありますが、先に

行われた衆議院議員総選挙におきましても、本町は、投票率が４８．１４パーセン

トと県内でも低い投票率となっています。投票率につきましては、一般的に選挙の

争点など様々な要素が複合的に影響するものと考えられていますが、全国的にも若

者の政治離れが進んでいることから、平均年齢が若い本町においては、その影響が

大きいのではないかと、考えております。町長選挙におきましても、このことが投

票率が低調であった要因の一つと考えられますが、選挙管理委員会といたしまして

は、成人式での新成人への啓発を始め、平成２８年度からは、中学２年生を対象と

した選挙に関する出前授業の実施や小中学校の夏休みの課題の一つとして明るい選

挙ポスターコンクールの募集をするなど、若年層に向けた啓発活動を積極的に行っ

ているところです。 
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新型コロナウイルス感染症の影響から一部活動を中止せざるを得ない状況ではあ

りますが、今後も感染状況を注視しながら機会を捉え意欲的に啓発活動に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

また、選挙の際には、広報の選挙特別号を発行するほか、選挙の前日、当日には

明るい選挙推進協議会の皆様と広報車による啓発活動、防災無線を活用した広報な

どを行い選挙人の方への周知を図っております。 

この度の町長選挙におきましては、こうした従来の活動に加えまして選挙管理委

員会職員が広報車による巡回を行い広報の回数を増やすなど、一層の周知に努めた

ところであります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁を頂きました。総合的に争点がないと、このような

ことから政治離れ、いろいろと要件が重なって投票率が低いと、このような結論で、

今後どうするかということも含めて答弁を頂きました。私はやはり投票率が低いと

いうのは、そして政治離れっていうのは今の町政に対する期待が町民の皆さんの中

にどれだけあるかということを一定のバロメーターとして示しているんではないか

と、こういうふうに思うわけです。この点では、もっともっと町政が身近に町民の

皆さん方に近づいていく、町民の皆さんの声を取り上げていく、こういう機会をど

んどんと増やしていただくということも必要ではないかなと。 

 昔、石川町長の在職中は地域でいわゆる座談会と、このような計画を立てて町政

のことを直接町民の皆さんに働き掛けていく、こんな企画も一時されました。 

それから、大きな町が行う、いわゆる公共事業についても地域で説明会をすると、

こういうことで町民の皆さんの町政に対する関心を引き上げていくということも、

もう一つの施策の一つに取り上げていただきたいと、こういうふうに思うわけです。  

この点で藍住町長選挙の１週間前に上板町の町長選挙がありました。上板の町長

選挙も確かに４年前から、いわゆる投票率、ポイントは落ちました。それでも６０

パーセントあるんです。ですから、私はどこが違うんかという分析はようしてない

んですけど、こういう町もあるということで、できればやはり５０パーセント以上、

投票率を上げるようにお互いにその点では努力をしていきたいなあと、このように

考えておりますので、よろしくお願いします。これは答弁いりません。 

 続けていきます。２点目の高齢者の移動手段についてです。町長はコミュニティ
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ーバスは住宅が分散している藍住町ではルートが策定が難しい。しばらくはタクシ

ー券を活用して高齢者の移動支援を模索をしていく。これは徳島新聞の１１月２３

日付けの報道であります。私はこの新聞を見て、ああ少し遠のいたなあと思いまし

た。少しコミュニティーバスの導入の件につきまして、振り返ってみました。髙橋

町長とは藍住町議会で行政の視察研修に２０１９年の７月３０日、北海道の音更町、

ここへコミュニティーバスの運行状況など職員や議会関係者から貴重な意見交換を

行ってきました。髙橋町長は藍住町でもコミュニティーバスを導入したいと、前向

きな話をされておりました。ですから、今回コミュニティーバスを導入しないとい

うような結論に至った経緯、そして、どのような調査結果からこの結論を導き出し

たのか。ここら辺の議論の内容をやはり議会に報告をしていただくと、この点でひ

とつ報告を願います。もし、資料等が作成されていましたら、資料等も議員の皆さ

んに渡してください。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） 林議員さんのコミュニティーバスを導入しないと結

論に至った経緯、調査結果と議論の内容を議会へ報告してほしい、とのことであり

ますので、御答弁のほうさせていただきます。 

コミュニティーバスは、定時定路線という性質によりルートを設定しバス停を設

置する必要があります。また、従来の路線バスの運行を妨げるようなルート設定は

できず、分散する住宅をくまなく巡回するルート設定にしてしまうと、乗客の目的

地までの到達に大幅な時間を要することも想定されます。こうしたことなどから、

コミュニティーバス導入にあたっては、どのようにルートを決定し、また、どの程

度の利用が見込めるのか、運行経路や需要面からの課題。車両や運転手の確保など

のイニシャルコストやランニングコスト、料金徴収の有無や水準など財政面からの

課題。現在負担している一般路線バス系統の維持に係る補助との競合や費用対効果

の課題など、一旦運行すれば容易に廃止できないため、慎重に検討しなければなら

ない多くの課題がございます。 

こういった状況の中、自家用車に依存する本町の現状においては、コミュニティ

ーバスの利用者数が見込めない中での導入は、現時点では困難であると結論に至っ

たところでございます。 

一方で、現在、事業を実施しているタクシー業者への支援の場合ですと、タクシ
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ーはドア・ツー・ドア（玄関先から目的地の前まで）という性質であり、時間の制

限もなく、利用者からするとコミュニティーバスより利用しやすい。 

 また、タクシー券は、利用に応じて費用が発生するものであり、乗客がいなくて

も費用が発生してしまうコミュニティーバスより経済的で効果的であると考えます。 

 今後、地域公共交通を利用する意識が醸成され、地域公共交通の需要が高まって

きたときには、改めて、コミュニティーバス等を含めた地域公共交通の在り方につ

いて検討してまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁を頂きました。結論から申しますと、費用対効果が

かなりの大きなウエイトを占めている。そこで、私は高齢者の移動手段として、コ

ミュニティーバスについては直接高齢者の意見を聞く、そういう機会なり場所を設

けていただいたらどうかなと。なぜなら、私はこの先日、議会開会前に、お２人の

方から、免許証を返納したので便利が悪いと。便利が悪くてどこも行けんと言って

いました。確かにそうと思います。それで、その点ではお互い町民の皆さんといろ

んな意見交換をしながら方向性を導き出したらいいんでないかと。 

こういう提案もしていただきました。町内を区切って曜日で分けてコミュニティ

ーバスを走らすこともできるんでないかと。ですから、１巡するんでなくって、何

曜日はこの地域、そういう区分、地域を区分して曜日を区分する。こういうような

意見もありました。ですから、いろいろと町民の皆さんが知恵を出し合い、そして、

行政の方もお互いに調査をしながら、こうすれば町民の皆さんの、高齢者の皆さん

の足を確保できると。こういう道筋を町の方も検討していただきたい。高齢者の移

動手段についてはこのように要望します。答弁いりません。 

 それでは、続けていきます。タクシー券の予算と使用状況を伺います。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは、林議員さんのタクシー券の予算と使用状

況について御答弁させていただきます。 

事業に係る予算といたしましては、令和３年度においては、８００万円を計上し

ております。使用状況につきましては、７月が３１２件、８月が２３５件、９月が

２２８件、１０月が２１４件、１１月が１８７件となっておりまして、事業開始の
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７月から１１月末までで、１,１７６件の利用となっております。交付したチケット

の約７．８パーセントの利用となっております。以上、御答弁とさせていただきま

す。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁を頂きました。予算は８００万ということで、それ

で７５歳以上の対象者が１，５００人でしたね。それで、現在７月から１１月まで

１，１７６件、７．８パーセント。こういう使用状況。この使用状況を見るとやっ

ぱり今回のタクシー券の使用された方々の使い勝手が悪いというのがここにでてき

てるんでないかと思いますね。歓迎されたタクシー券であれば、５割くらいいとっ

てもいいんちゃうんですか。この点でですね、この問題については答弁いりません。   

２点目に入ります。このような使用状況ですから、かなり役場には町民の皆さん

からタクシー券の苦情が寄せられたと思います。これはこの前、小川議員もこの問

題で質問されました。一定、この問題については答弁がありました。どれぐらいの

件数があったのか。そこら辺は控えておられますか。それから、苦情をどのように

受け止めているか。この点で少し。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは、林議員さんの御質問に御答弁させていた

だきます。 

 質問の件数でございますが、かなりあったことは覚えてますが件数等については

カウントはしておりませんので、把握はしておりません。 

 また、電話等で直接いただいた御意見等につきましては、今後の事業内容等の詳

細な検討の参考としてまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただ

きます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 町民の皆さんからいただいた御意見については、今後の

参考に役立てていくという答弁でありました。 

 私も多くの方からタクシー券の使い勝手の悪いことを聞きましたので、幾つか紹

介をします。共通しているのは、２人が乗っても５００円券しか使えない。タクシ
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ー会社が決められているので、他社のタクシーには使えないこと。こういうことが

共通していました。 

それから、午後８時を過ぎるとタクシー会社には電話も通じないと。この意見も

かなり聞きました。それから、家族と同居していないが住民票に家族がいれば、対

象にならないと。ですから、住民票で対象者が決められていたのでないかと。 

こんなこともありました。少し遠方だったら来てくれんようですね。北島町の病

院から、タクシー会社に電話をすると、遠いから別のタクシー会社を呼んでくれと

断られたそうです。 

要支援者にもタクシー券を支給をしてもらいたい。 

板野町は１万２，０００円のチケットで１回乗車１，０００円なので、町も増や

してほしい。これも板野町の状況をよく聞いているお友達がおったので、こんな方

もおりましたね。 

それから名前を書かなくても使えるようにしてほしい。 

町から支給される枚数より多く使いたい人には、タクシー券の割引制度を作って

ほしい。タクシー券ですね。やっぱりたくさん頻繁に使う方がおいでになるようで

す。この方からは、割引制度ですね、町から支給された以外、必要な枚数について

は割引制度で作って購入できるように。これも意見としてお聞きしました。 

ある方が、タクシー券のことで、改善点も含めて髙橋町長宛てに手紙を出したそ

うです。返事がなかったと言っていました。前の石川町長は、何らかの返事をくれ

たそうです。 

町長への手紙は、町長の手元に届いているのかどうか。こういうふうな話。 

タクシー券への要望も含めていますので、検討課題にしてください。この点につ

いて。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） 先ほどの御答弁でも申しましたように、現在アンケ

ート調査を行っておりまして、これまで電話等で直接いただきました御意見、タク

シー事業者へのヒアリング内容を今後参考にいたしまして、来年度の事業内容や詳

細を検討してまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） それでは、３点目です。答弁をいろいろと、たくさんい

ただきました。しばらくは、タクシー券を今後、活用していくという方針なので是

非、先ほど町民の皆さんから提案される、そして、アンケートでいろいろ町民の皆

さんから寄せられた回答をきちんと分析をしながら、そして、どのようなタクシー

券、そういう制度作りをしていく、この点を是非検討していただきたい。 

この改善とか計画については、いつ頃、議会内に諮っていただけるのか。何月く

らいに新たにですね、もう、３月いっぱいで。ここら辺の日程等、この点で答弁を

お願いします。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは、御答弁させていただきます。 

 現在１２月２５日までアンケート調査のほうの回収を行っております。その結果

を踏まえまして、今後検討することとしておりますが当初予算のほうでは、反映し

てまいりたいと思いますので、３月議会には御報告できるかと思いますので、以上、

御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁を頂きました。 

 是非、３月議会の当初予算で提案されるということですが少し議員の皆さんにも

この計画の中身等について議論をする、その時間を是非作るようにしていただきた

いと思います。 

 それでは、最後の質問をいたします。 

 要援護世帯への灯油の助成、福祉灯油と言われています。この問題についてです。 

灯油価格が昨年に比べ大きく上昇しています。県民生活に重大な影響を与えます。

これから厳しい冬を迎えます。収入の少ない高齢者、障がい者、ひとり親、生活保

護などの要援護世帯にとって、灯油は生命をつなぐために欠かすことができないも

のです。 

 １１月１２日、金子総務大臣は、「地方自治体が行う、生活困窮者に対する灯油

購入費の助成といった価格高騰対策の経費に対し特別交付税措置を講ずる。地方自

治体が生活者や事業者の支援に不安なく取り組めるよう財政支援をしっかり行って

いく」とこのように記者会見で述べました。 
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 １１月３０日ですが、生活と健康を守る会が県当局と要援護世帯への灯油助成実

施について要請と懇談を行っています。県の答弁は、予算規模にもふれ「やるとす

れば、全市町村でやりたい」とこのように答弁をしているわけです。 

これを受けて徳島県は１１月の補正予算で新型コロナウイルス対策に５９億円、

福祉灯油購入費助成事業費補助金が６，３００万円計上されています。これは、生

活困窮者に対する生活、くらしの支援強化の一環でございます。 

町としても、次の要望を是非実施するように提案をします。 

一つは、高齢者、障がい者、ひとり親世帯、生活保護世帯などに対し、１万円の

灯油購入代金の助成(福祉灯油)を行ってください。 

２点目は、障がい者、高齢者、児童施設への助成を行ってください。 

３点目は、国、県に対し、上記の２項目に、十分な助成を行うようように要望し

てください。 

以上、福祉灯油についての要望であります。答弁をお願いします。 

○議長（西川良夫君） 近藤福祉課長。 

〔福祉課長 近藤政春君登壇〕 

◎福祉課長（近藤政春君） 御質問の要援護者世帯への灯油助成について、答弁を

させていただきます。 

 昨今の原油価格の高騰により、灯油などの石油製品の販売価格が大幅に引き上げ

られております。 

県におきましては、原油価格の急激な高騰が県民生活へ著しい影響を及ぼしてい

ることを受け、緊急対策として灯油購入費に係る助成制度が創設されました。内容

につきましては、生活困窮世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、１世帯

当たり２，０００円の助成で、補助率は県２分の１、町２分の１であります。 

本町におきましては、現段階では、県のこの制度に沿って進めてまいりたいと考

えております。町内の住民税非課税世帯、約３，５００世帯を対象とし、助成を行

いたいと思います。 

 現時点では、障がい者、高齢者、児童等各施設への灯油購入費助成については、

考えてはおりませんが、今後の灯油価格の変動などを踏まえた国や県の施策の動向

を注視してまいりたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 林茂君。 

   〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） 答弁を頂きました。 

 藍住町内では、非課税世帯が３，５００世帯ということで、是非早急に実施をし

ていただきたいと。 

 さらに、障がい者、高齢者、児童施設への助成なんですが、これは、現在考えて

いないという答弁でありました。どこの施設も大変な状況を迎えているわけです。 

この点では、やはりいたわりのある、温もりのある町政を実現をしていくために

財政的な支援も一定行っていっていただきたいと、このように切に要望します。 

 これで、私の一般質問は終わります。１年間、理事者の皆さんには大変お世話に

なりました。ありがとうございました。 

○議長（西川良夫君） 小休します。 

午前１１時２４分小休 

午前１１時２９分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き会議を再開します。 

〔傍聴席から発言する者あり〕 

○議長（西川良夫君） 次に、１０番議員、小川幸英君の一般質問を許可いたしま

す。 

 小川幸英君。 

   〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 議長の許可がありましたので、一般質問を行います。 

 理事者におかれましては、明確な答弁をお願いいたします。 

最初に、高齢者対策について伺います。藍住町の民家の井戸から白骨遺体が見つ

かった事件で、１日、自宅の井戸で白骨化していた夫の死亡を届け出ずに夫の分の

年金を不正に受給し続けたとして、詐欺の疑いで妻が逮捕されるという事件が起き

たが、徳島新聞によると１１月１９日、その家の妻が夫に会わせてくれないなどと

徳島板野署に相談したとの報道であったが、どういう経緯であったか伺います。 

○議長（西川良夫君） 近藤福祉課長。 

〔福祉課長 近藤政春君登壇〕 

◎福祉課長（近藤政春君） 御質問の今回、年金不正受給に至るまでの町の関わり

について答弁をさせていただきます。 

なお、この事案につきましては、現在、警察において捜査が継続中でありますの

で、捜査に支障のない範囲での答弁となります。御了承願います。 
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去る１１月中旬に当該家の生活についての会議が関係者によって執り行われまし

た。その会議の中で、これまで、職員が関わる中でも夫の姿を見ていないとのこと

で、とりあえず状態を確認に行く必要があるとの見解から、担当職員で昼頃に家を

訪問しましたが会うことができませんでした。夕方にはもう一度訪問をしましたが

結局会えませんでした。このままでは、いつ会えるか分からないことから、どのよ

うな方法であれば会うことができるのか、帰ってからすぐに総務企画課の職員に相

談し、１１月１９日に職員から警察に相談した結果、すぐに警察が安否確認に行く

ことになりました。その後のことについては、新聞報道のとおりでございます。以

上、答弁といたします。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 先ほどのような高齢者の孤独死は、１０年間で約２

倍に増えていると聞くが、本町の独居者数は昨年度では５００人、独居または２人

で生活する６５歳以上で３，７００世帯。７５歳以上では１，６７０世帯とのこと

でしたが、孤独死が起きないような対策はどうしているか伺います。 

○議長（西川良夫君） 近藤福祉課長。 

〔福祉課長 近藤政春君登壇〕 

◎福祉課長（近藤政春君） 御質問の孤独死の対策につきましては、独居の高齢者

については、民生委員が月に１回程度の訪問による安否確認や町と徳島新聞専売所

及び生活協同組合とくしま生協との間で、高齢者等の見守りに関する協定を結んで

おりますので、異常がある場合には、町に連絡をしていただけることとなっており

ます。 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、

こうした取組を継続してまいりたいと思います。以上、答弁といたします。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 孤独死について答弁を頂きました。 

本町にも、以前に亡くなって１週間もたって、初めて発見されたとか、全国でも、

そういう方が、多々あります。やはり、特に藍住町が、隣近所のつながりが薄くな

っておりますので、対策をもって、孤独死のないような取組をしていただきたいと

思います。 
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次に、認知症の実情と対策について伺います。 

昨年度の６５歳以上の高齢者人口は、８，６４４人で、認知症が疑われる方が９

８８人とのことでしたが、本年度の実情と対策はどのようにしているか、伺います。 

○議長（西川良夫君） 江西健康推進課長。 

〔健康推進課長 江西浩昭君登壇〕 

◎健康推進課長（江西浩昭君） 小川議員さんの認知症の実情と対策につきまして

御答弁させていただきます。 

全国の６５歳以上の高齢者のうち認知症高齢者は、２０１２年では１５パーセン

トであるのに対しまして、２０２５年では約２０パーセント、５人に１人の方が認

知症になると推計されております。 

本町では、令和３年９月末での高齢者８，８６１名のうち８９９名、約１０パー

セントの方が何らかの認知症状があるとされております。認知症に対する相談につ

きましては、地域包括支援センターを中心に予防や受診、介護のアドバイスを行い

介護サービスの利用が必要な方には介護保険を申請し、御家族等と相談しながら必

要なサービスが利用できるよう支援をしています。 

認知症の予防には、有酸素運動、知的活動の習慣化、社会参加によるコミュニケ

ーション等が効果的であるため元気になれる運動教室や脳力アップ教室、膝腰らく

らく教室等を行っております。また地域においては、いきいきサロンやいきいき百

歳体操、老人会活動等への参加を勧めております。 

家族支援としては、徘徊行動のある高齢者を介護している家族等に位置検索シス

テム専用端末機の貸与や、見守り安心シールの交付を行っており、徘徊高齢者の早

期発見と安全の確保が可能になり、介護者の不安や負担を軽減しております。 

また、認知症を正しく理解して応援者を増やす目的で、２００９年から認知症サ

ポーターの養成に取り組んでおり、これまでに老人会、民生委員、一般の方々等、

３，３３１名を養成しております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 認知症サポーターの育成に取り組んでいるというこ

とでありますので、早急に取り組んでいただいて、１人でも認知症の方が、増えな

いような努力をしていただきたいと思います。特に今、コロナ禍での時であります。 

このコロナ禍での予防対策について伺います。新型コロナウイルス感染症が収束
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しない中で、新しい生活様式、いわゆるニューノーマルを確立しつつ、認知症の取

組も工夫を凝らしながら、継続的に実施していくとの前回、答弁を頂きましたが、

特に、今どのように取り組んでいるか伺います。 

○議長（西川良夫君） 江西健康推進課長。 

〔健康推進課長 江西浩昭君登壇〕 

◎健康推進課長（江西浩昭君） 小川議員さんのコロナ禍での認知症予防の取組に

つきまして御答弁させていただきます。 

全国的に認知症の症状のある人は増加傾向にありますが、日本認知症学会は昨年

８月の調査で、認知症の人が新型コロナウイルスに対して感染への不安のため受診

頻度が減り、記憶など認知機能の悪化や意欲の低下、うつ症状の増加、外出自粛に

よる筋力の低下などが見られると発表がありました。 

一方で、本町の地域包括支援センターに寄せられた認知症に関する相談状況につ

きましては、４月以降１５件ございましたが極端な増加は見られませんでした。 

認知症の発症には多くの原因が考えられますが、環境の変化により身体機能が低

下し発症することも予想されることから、対策としては、有酸素運動、知的活動の

習慣化、社会参加によるコミュニケーション等が効果的であるとされており、藍住

町では新型コロナウイルス感染症の影響で延期しておりました元気になれる運動教

室、脳力アップ教室、いきいきサロン、いきいき百歳体操等について、感染対策を

講じながら順次再開をしております。 

また、コロナ禍対策としては、外出を自粛されている方には、自宅でもできる、

いきいき百歳体操や阿波踊り体操をエーアイテレビで毎日放映し、また、自宅でで

きる運動や栄養につきまして、口腔機能の維持に関することをホームページで御紹

介させていただいております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、免許証返納者や移動手段のない方に対する取

組について。 

さきの林議員の答弁にありましたタクシー券に関して、先ほどの答弁では、アン

ケートを今現在とっていると、１２月末までには締め切ってまとめて、３月議会ま

でには、方向性をとっていきたいとのことでありました。 

先ほどの答弁では、７月から１１月までのタクシー券の使用状況、１，１７６件、
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７．８パーセントという報告でしたが、やはり、これを見てみますと使っている方

は、すぐ使っていると。使われない方はもう全然使ってないと、現状と思います。

やはりこのアンケート、早急にまとめて、みんなが使えるようなタクシー券になる

ように、せっかく予算を出すのですから、考えていただきたいと思います。 

また、今回の町長選挙の争点の一つであったコミュニティーバスを導入。大変、

高齢者の方には指示されたように思いますが、先ほどの答弁では、いろいろな点が

難しく今後の検討課題ということでありましたが、先ほど林議員の質問にもありま

したが、やはり高齢者の意見も聞きながら、このコミュニティーバスの導入を含め

た検討をしていただきたいと思いますが、その点いかがですか。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） 免許証返納者や移動手段のない方に対する取組につ

いて御答弁のほうさせていただきます。 

まず、最近の免許証返納者数の状況についてでありますが、徳島県運転免許セン

ターによりますと、令和２年が９０人、令和３年は１１月末現在で８７人となって

おり、多くの方が７５歳以上の高齢者となっております。 

本町におきましては７５歳以上のみの世帯に属する方で、要介護認定を受けてい

ない方を対象に今年度からお出かけタクシーチケット交付事業を実施し、移動手段

のない高齢者の外出支援を行っております。６月下旬にチケットを交付し、７月か

らチケットの利用が開始されており１１月末までに交付したチケットの７．８パー

セントの利用となっております。 

チケットの利用条件につきましては、町民の移動手段として自家用車に依存した

状況にあり、交通機関を利用する意識が醸成されておらず、低調となっているもの

と考えております。 

現在、お出かけタクシーチケットを交付者に対しましてアンケート調査を実施し

ているところであり、その結果を踏まえ、来年度の事業内容や詳細を検討をしてい

くこととしております。 

引き続き、高齢者等の外出支援政策を実施し、高齢者が暮らしやすいまちづくり

の推進や、迫りくる超高齢者社会での自家用車依存の脱却に向けた取組を進めてま

いりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 
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〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） コミュニティーバスに対する答弁ですが、今日の新

聞に「生活を支える応神地区の足」ということで、ふれあいバスは運行１０年にな

ると。延べ３万５，８０４人が利用したというようなことが載っております。この

ルートは、北島のキョーエイや藍住町のマルナカから途中、銀行や高齢者福祉施設

などに３０か所寄るというふうなことが報道されていました。 

やはり高齢者のもっと意見を取り入れていただきたいと思いますが、その点いか

がですか。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは先ほどの御答弁でも申し上げましたように

アンケート調査の結果や、これまでの電話などでいただきました御意見とタクシー

事業者等のヒアリング内容を今後、参考にさせていただきまして、来年度の事業内

容の詳細検討にしてまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただき

ます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 答弁、先ほどの答弁の繰り返しで、高齢者の意見を

聞くというような話はありませんでした。是非、やはり高齢者にも意見を聞いてい

ただきたいと思います。 

次に、加齢性難聴者へ補聴器購入助成について伺います。 

７０歳以上の高齢者の約半数に難聴があると言われ、会話に支障が出るとのこと

で認知症リスクが高まる。補聴器の活用が必要と思うが、この認識はありますか。 

難聴者の方が、コミュニケーションを図る手段として、補聴器装置が、認知症や

鬱病予防につながるとのことを聞きます。助成制度を導入する自治体が近年、増え

ているが導入する考えがあるか伺います。 

○議長（西川良夫君） 近藤福祉課長。 

〔福祉課長 近藤政春君登壇〕 

◎福祉課長（近藤政春君） 加齢性難聴者への補聴器購入助成を、との質問に答弁

をさせていただきます。 

この御質問につきましては、先の６月定例会におきまして、林議員から高齢者の
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補聴器購入費用を助成しては、との御質問をされておりますので、同様の答弁内容

とならざるを得ないことを御了解いただけたらと思います。 

加齢性難聴者、いわゆる高齢者の補聴器購入に対する公的助成事業としましては、

障害者総合支援法で定める補装具費として、身体障害者手帳の交付を受けた方が購

入する場合に購入費用等の一部、または全額を支給する制度があります。 

今年度１１月末時点での補聴器交付件数は１５件で、うち１２件が６５歳以上の

方への支給となっています。身体障害者手帳の交付対象とならない難聴者への補聴

器助成制度としては、公的補助として制度化された上で、助成を行えればと考えて

おります。以上、答弁といたします。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、ゆめタウンで行っている健康ウオーキングポ

イント事業は今休んでおりますが、いつ再開するのか、伺います。 

○議長（西川良夫君） 江西健康推進課長。 

〔健康推進課長 江西浩昭君登壇〕 

◎健康推進課長（江西浩昭君） 小川議員さんのゆめタウンで行っているウオーキ

ングは、いつ再開するのかについて御答弁させていただきます。 

藍住町健康ウオーキングポイント事業は、急激な高齢化が進む中、健康づくりと

筋力アップを図ることで健康寿命を延ばし、いきいきとした生活を送っていただく

ことを目的にゆめタウンとの連携のもと、６５歳以上で要介護・要支援認定を受け

ていない高齢者を対象に平成３０年６月から開始したものでありますが、新型コロ

ナウイルスの影響により現在休止しております。 

これまで多くの方の御利用をいただき、再開を待っていただいておりますが、大

勢の方が利用される施設のため新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、予防対

策を講じた上で、ゆめタウン様との協議により適切な時期に再開したいと考えてお

ります。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） このゆめタウンの健康ウオーキングですが、大変た

くさんの方が行っており、早く開始してほしいと、始めてほしいというような声が

多いんですけど、今、適切な時期ということでありましたが、期間は分かりません
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か。 

○議長（西川良夫君） 江西健康推進課長。 

〔健康推進課長 江西浩昭君登壇〕 

◎健康推進課長（江西浩昭君） 小川議員さんの再問に御答弁させていただきます。 

適切な時期につきましては、現在、ゆめタウンさんと協議、それと、準備段階に

入っておりますので、可能であれば来年度初めぐらいから始めたいと考えておりま

す。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 来年度初めからというような答弁を頂きましたので、

たくさんの方が待っておられるので、早急に始めていただきたいと思います。 

次に、文化ホール南側入り口について、障がい者専用駐車場で障がい者や高齢者

が車椅子で入りやすいような改善策について伺います。 

まず、駐車場に車を止めて、専用の通路を歩くときに、たくさんの雨が降った場

合に、ずぶ濡れに濡れてしまうというようなことがありました。つえをついている

人もいて、傘が差せない、通路に雨よけをしてほしいとの要望があります。 

また、車椅子の場合、坂が急過ぎて手動の車椅子では、上りにくいとの声を聴く

が改善策はないか、伺います。 

○議長（西川良夫君） 近藤社会教育課長。 

〔社会教育課長 近藤孝公君登壇〕 

◎社会教育課長（近藤孝公君） 文化ホール南側入り口、障がい者や高齢者が車椅

子で入りやすいような改善策について御答弁をいたします。 

まず初めに、雨よけの設置についてでございます。 

エントランス部分が屋外ステージとしての利用を想定したものとなっており、ひ

さしを設けておりません。屋外ステージとしての利用を計画していたイベントが中

止になるなど利用実績はありませんが、エントランスの利用、活用方法を見定めた

上で、ひさしの有無と併せて、障がい者用駐車場からの雨よけについて検討したい

と考えております。 

次に、勾配のことについて御答弁をさせていただきます。 

高齢者、障がい者等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法でご

ざいます。施行令、第１８条（移動等円滑化経路）では、次のように規定をされて
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おります。高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、高さが７５センチ

メートル以内ごとに踏幅が１５０センチメートル以上の踊場を設けること。また、

高齢者、障がい者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準、第６条（階段に代わり、またはこれに併設する傾

斜路）の勾配は、１２分の１を超えないこと、勾配が１２分の１を超える傾斜があ

る部分には、両側に手すりを設けなければならないこと。 

  以上の規定に照らして現状を見ていくと、踊場までの高さが６１センチメートル、

踊場からエントランスまでの高さが１８センチメートル、踊場までの勾配が１３．

２分の１、踊場からエントランスまでの勾配が２４．６分の１、傾斜路の両側に手

すり設置となっており、国の基準を満たしております。このことから、改修の必要

は、今現在はないものと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 雨よけについては検討するというふうな答弁を頂き

ました。 

やはり障がい者、高齢者の方、雨が降っとっても早いに歩けないということがあ

りますので、雨よけを是非つくってほしいと思います。 

また車椅子の関係の通路ですが、国の基準は、満たしていると答弁を頂きました。

やはり国の基準は基準として、利用者が、せっかくきれいな文化ホールができたの

に上っていけないというような要望もありますので、そういう方の声も聴いて、検

討していただきたいと思います。これは要望です。答弁いりません。 

次に、新型コロナウイルスについて伺います。ワクチン接種の状況、現状はどう

なっているか伺います。 

○議長（西川良夫君） 江西健康推進課長。 

〔健康推進課長 江西浩昭君登壇〕 

◎健康推進課長（江西浩昭君） 小川議員さんのワクチン接種の現状につきまして、

御答弁させていただく前に、先ほど御答弁させていただきましたウオーキングの件

で、再開の時期について、来年度と申し上げましたが、来年度の再開を目指して検

討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、本町におけるワクチンの２回接種については１１月２７日に終了し、

現在は、新たに１２歳になられた方や諸事情による未接種の方に随時受付を行なっ
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ております。 

なお、１２月９日現在、２万６，７４３人に対し接種が行なわれており、接種率

は８６パーセントとなっております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、３回目接種に向けての取組については、さき

の紙永議員の質問に対して、答弁がありましたので省きます。 

またコールセンターに、つながらなかって、つながった時は終了したという声を

聞きましたが、これも先ほどの答弁によりますと、藍住町専用の回線を増やすとい

うような答弁を頂きましたので、それで取り組んでいただきたいと思います。 

次に、南アフリカなどで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株、オミク

ロン株がヨーロッパ各地で広がり、７日には、初の日本人感染者が確認され、徳島

県でも２名の濃厚接触者が出るなど心配されておりますが、オミクロン株対策はど

のようにするか、伺います。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 

〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは小川議員さんの新型コロナウイルスの新た

な変異株、オミクロン株の対策について御答弁をさせていただきます。 

まず、変異とは、厚生労働省によりますと、生物やウイルスの遺伝子情報が変化

することで、ウイルスが増殖する際、ウイルスの遺伝子情報、新型コロナウイルス

の場合は、ＲＮＡが書き換わることがあり、これをウイルスの変異と言います。 

一般的にウイルスは流行していく中で少しずつ変異を起こしていきます。 

この変異したウイルスが変異株でウイルスを構成するたんぱく質の遺伝子情報の

変異が起こるとウイルスの性質が変化することがあります。感染の広がりやすさや、

引き起こされる病気の重さが変わることもあれば、ワクチンや薬が効きにくくなる

こともあります。 

新型コロナウイルスについても、約２週間に１か所程度の速さで変異すると考え

られています。これまでに、世界各地で様々な変異株が確認されており、こうした

新たな変異株に対して、国内はもとより、世界中で警戒を強めているところです。 

国立感染症研究所では、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて変異株

を懸念される変異株ＶＯＣ、注目すべき変異株ＶＯＩ、監視下の変異株ＶＵＭに分
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類しており、新たな変異株、オミクロン株は、懸念される変異株ＶＯＣに位置づけ

られています。 

この懸念される変異株には、現在、オミクロン株のほかに、今夏に第５波の感染

爆発を引き起こしたデルタ株など合計４種類があります。 

参考ですが、当初、変異株の呼び方は、イギリス株、インド株など、最初に見つ

かった国の名前を使用していましたが、ＷＨＯ世界保健機関は差別や偏見につなが

るとして本年５月からギリシャ文字で呼ぶこととし、オミクロンという単語もギリ

シャ文字のアルファベット１５番目の文字が使用されています。 

この新たな変異株であるオミクロン株への対策ですが、現時点では、感染力、重

症化率、年代ごとの感染状況、ワクチンや治療薬の効果等について、まだまだ情報

が限られています。 

また、国内においては、感染者について確認はされていますが、国の入国規制の

強化などの水際対策により、現在のところ感染拡大を引き起こしている状況にはあ

りません。まだまだ未解明な部分が多い変異株ではありますが、町民の皆様に対し

ては、必要以上に恐れることなく、これまでと同様にマスクの着用、手洗い、うが

い、手指消毒、換気の徹底など、基本的な感染対策の徹底をお願いするとともに、

３回目を含めたワクチン接種の勧奨など、感染防止対策に努めてまいりたいと思い

ます。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） オミクロン株について答弁を頂きました。 

際立つ感染力で、８９か国地域に拡大と。急速に主流化しているというようなこ

とも言われております。 

イギリスでは、オミクロン株の１日当たりの新規感染者が、１８日に１万人を超

えた。累計は２万４，９６８人となって、急速に増えております。 

藍住町においても、先ほども答弁を頂きましたが気を抜くことなく対策を徹底的

にとっていただきたいと思います。 

最後に、年末年始にかけて、今年は、たくさんの方が今まで２年も３年も帰れな

かった方が、帰省されるというような声も多く聞きますが、この感染対策、どのよ

うに取り組んでいくか伺います。 

○議長（西川良夫君） 梯総務企画課長。 
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〔総務企画課長 梯達司君登壇〕 

◎総務企画課長（梯達司君） それでは、年末年始の新型コロナ対策について御答

弁させていただきます。 

国内における新型コロナウイルス感染症につきましては、新規感染者の確認は低

い水準で現在維持されております。 

県内においても、１１月中旬以降、新規感染者が確認されておらず、本町におき

ましても、９月２４日以降、新規感染者は確認されておりません。 

このように、新型コロナウイルス感染症は、一旦落ち着きを見せておりますが、

新たな変異株、変異ウイルスの出現による世界的な感染拡大や、国内における感染

拡大の第６波が懸念されており、予断を許さない状況にあると言えます。 

さらに、今年の年末年始は、昨年とは違い人の移動が全国的に自由にできる状況

となり、都道府県をまたぐ人の移動がより活発になることが予想されます。これを

契機に感染が拡大する可能性も否定できません。 

県内においても、徳島アラートが解除されている状況や社会経済活動の本格的な

再開など人と人との接触の機会も増えることも予想されます。 

そこで、本町におきましては、先ほど御答弁しましたとおり町民の皆様に対しま

して、これまでと同様にマスクの着用、手洗い、うがい、手指消毒、換気の徹底な

ど、基本的な感染対策の徹底をお願いするとともに県が実施しています帰省される

方に対しての無料のＰＣＲ検査制度の紹介など、町のホームページや藍メールなど

様々な機会を捉えて広く周知、啓発を行い、引き続き気を緩めることなく、感染対

策に努めてまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 年末年始の啓発について伺いました。 

徳島県の全市町村が、来月に成人式を予定しております。 

本町においても８日、９日に昨年度の方と今年の方、２回開かれる予定ですが、

８日、９日で何人の参加者が出席するか、また、県外から出席される方もいると思

うが、その方たちの対応はどうなっているか伺います。 

○議長（西川良夫君） 通告にないので、答弁できません。 

小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 
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●１０番議員（小川幸英君） 数が、通告になかったので分からないということで

すが、どういう対策をされているか分かりますか。 

○議長（西川良夫君） 近藤社会教育課長。 

〔社会教育課長 近藤孝公君登壇〕 

◎社会教育課長（近藤孝公君） 小川議員さんから御質問がございました成人式の

件につきまして、御答弁をさせていただきたいと思います。 

通告がございませんでしたので、今手元に詳しい実施方法等、持ち合わせており

ません。今現在、私の頭の中に残っておる部分だけで申し上げますと、できるだけ

の感染対策を実施した上で実施をするというふうなことで、検討をいたしておると

ころでございます。また、詳しいことにつきましては、後刻、報告をさせていただ

けたらと思います。答弁といたします。 

○議長（西川良夫君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 新聞報道によると、藍住町では会場への入場を新成

人に限定、受付時の混雑を避けるため、このようなことで報道されております。 

参考に言いますと、美馬市では、スタッフを含めた参加者に事前の抗原検査を実

施する。阿波市は、帰省客が無料でＰＣＲ検査が受けられることを案内状で周知す

ると、いろいろな策をしております。 

保護者、特に対象者の保護者の中には、オミクロン株はまた、まだ何とか心配し

ている方もおると思います。 

先ほども総務が徹底してするというようなことがありましたので、やはり、徹底

して、全員の方が喜んで成人式が迎えられるような策をとっていただきたいと思い

ます。これで終わります。 

 

○議長（西川良夫君） 以上で、通告のありました３名の一般質問は終わりました

ので、これをもちまして一般質問を終了いたします。 

お諮りいたします。議案調査のため１２月２１日から１２月２２日までの２日間

を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。                  

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、１２月２１日から１２月２２日までの２日間を休会とすることに決
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定しました。 

なお、次回本会議は、１２月２３日、午前１０時、本議場において再開いたしま

すので、御出席をお願いいたします。   

本日は、これをもって散会といたします。    

午後０時１４分散会 
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令和３年第４回藍住町議会定例会会議録（第３日） 

令和３年１２月２３日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 前田 晃良 ９番議員 鳥海 典昭 

２番議員 竹内 君彦 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 米本 義博 １１番議員 林   茂  

４番議員 永浜 浩幸 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 宮本 影子 １３番議員 佐野 慶一  

６番議員 森  伸二 １４番議員 森  志郎 

７番議員 近藤 祐司 １５番議員 平石 賢治 

８番議員 紙永 芳夫 １６番議員 西川 良夫 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 喜美枝          主幹  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

教育次長 賀治 達也 

会計管理者 谷渕 弘子 

総務企画課長 梯  達司 

福祉課長 近藤 政春 

税務課長 齊藤 秀樹 

健康推進課長 江西 浩昭 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 増原 浩幸 

生活環境課長 橋本 清臣 

建設産業課長 東條 芳重 

上下水道課長 佐野 正洋 
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 ５ 議事日程  

（１）議事日程（第３号） 

第１  議第６４号  令和３年度藍住町一般会計補正予算の専決処分を報

告し、承認を求めることについて 

第２   議第６５号  令和３年度藍住町一般会計補正予算について 

第３  議第６６号  令和３年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）補

正予算について 

第４  議第６７号  令和３年度藍住町特別会計（介護保険事業）補正予

算について 

第５  議第６８号  令和３年度藍住町水道事業会計補正予算について 

第６  議第６９号  令和３年度藍住町下水道事業会計補正予算について 

第７  議第７０号  藍住町国民健康保険税条例の一部改正について 

第８  議第７１号  藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

第９  議第７２号  藍住町国民健康保険条例の一部改正について 

第１０  議第７３号  令和３年度藍住町一般会計補正予算（第５号）につ

いて 

第１１  議第７４号  藍住町政治倫理審査会条例の制定について 

第１２  発議第８号 藍住町議会議員政治倫理条例の一部改正について 

第１３  議第７５号  藍住町副町長選任の同意について 

第１４  請願第４号 インボイス制度導入にかかるシルバー人材センター

への適切な措置を求める請願書 

第１５  議会運営委員会及び各委員会における所管事務等に関する閉会中の

継続調査申出書について 

（２）議事日程（第３号の追加１） 

第１ 発議第９号 インボイス制度導入にかかるシルバー人材センター

への適切な措置を求める意見書 
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令和３年藍住町議会第４回定例会会議録 

１２月２３日 

午前１０時１分開議 

○議長（西川良夫君）  おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

 

○議長（西川良夫君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

監査委員から毎月実施した例月出納検査の結果及び令和３年度定例監査の結果報

告について、議長宛て報告書が提出されておりますので、御報告しておきます。 

 

○議長（西川良夫君） これより、日程に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第１、議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予

算の専決処分を報告し、承認を求めることについて」から、日程第９、議第７２号

「藍住町国民健康保険条例の一部改正について」までの９議案を一括議題とします。 

これより、上程全議案に対する質疑を行います。 

質疑のある方は、御発議をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

   〔質疑なし〕 

○議長（西川良夫君） 質疑なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕  

○議長（西川良夫君） 討論なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予

算の専決処分を報告し、承認を求めることについて」から、議第７２号「藍住町国

民健康保険条例の一部改正について」までの９議案を一括して採決します。 

お諮りします。議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予算の専決処分を報

告し、承認を求めることについて」から、議第７２号「藍住町国民健康保険条例の
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一部改正について」までの９議案は原案のとおり決定することに、御異議ありませ

んか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第６４号「令和３年度藍住町一般会計補正予算の専決処分を報告

し、承認を求めることについて」から、議第７２号「藍住町国民健康保険条例の一

部改正について」までは、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第１０、議第７３号「令和３年度藍住町一般会計補正

予算（第５号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま、追加議案の提案理由の説明を求められましたの

で、説明を申し上げます。 

議第７３号「令和３年度藍住町一般会計補正予算（第５号）について」は歳入、

歳出とも３億１，７００万円増額し、予算総額を１２４億９，２００万円とするも

のです。補正内容については、国の子育て世帯への臨時特別給付事業において年内

先行給付分の５万円と合わせて１０万円の現金を年内に一括で給付することが選択

できることが可能となったため、歳出で３億１，７００万円増額し、１０万円を現

金で一括給付するため増額をするものであります。 

歳入については、補正額の全額が国庫支出金であり、３億１，７００万円の増額

となります。 

以上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川良夫君） これより、担当理事者から補足説明を求めます。 

この間、議事の都合により、小休いたします。なお、議案の補足説明につきまし

ては、要点を分かりやすく説明してください。    

 午前１０時５分小休 

 

〔小休中に梯総務企画課長、補足説明をする〕 
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 午前１０時７分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

 これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（西川良夫君） 質疑なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔｢なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 討論なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、議第７３号「令和３年度藍住町一般会計補正予

算（第５号）について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第７３号「令和３年度藍住町一般会計補正予算（第５号）につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（西川良夫君） 日程第１１、議第７４号「藍住町政治倫理審査会条例の制

定について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま追加議案の提案理由の説明を求められましたので、

説明を申し上げます。 

議第７４号「藍住町政治倫理審査会条例の制定について」は、藍住町議会議員政

治倫理条例の適正な運用及び藍住町行政の公正かつ公平な運営を図るため本条例を

制定するものであります。 

以上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（西川良夫君） これより、担当理事者から補足説明を求めます。 

この間、議事の都合により、小休いたします。なお、議案の補足説明につきまし

ては、要点を分かりやすく説明してください。    

 午前１０時９分小休 

 

〔小休中に梯総務企画課長、補足説明をする〕 

 

 午前１０時１１分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

 これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（西川良夫君） 質疑なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

〔｢なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 討論なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、議第７４号「藍住町政治倫理審査会条例の制定

について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議第７４号「藍住町政治倫理審査会条例の制定について」は、原案

のとおり可決されました。 

議事の都合により、小休します。 

 午前１０時１２分小休 

 

〔小休中に消毒をする〕 
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 午前１０時１３分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

日程第１２、発議第８号「藍住町議会議員政治倫理条例の一部改正について」を

議題とします。 

事務局長に議案を朗読させます。 

大塚議会事務局長。 

◎議会事務局長（大塚喜美枝君） （議案を朗読する） 

○議長（西川良夫君） 提出者であります米本義博君から提案理由の説明を求めま

す。 

米本義博君。 

〔米本義博君登壇〕 

●３番議員（米本義博君） ただいま、議長から提案理由の説明を求められました

ので、提案理由の説明をいたします。 

発議第８号「藍住町議会議員政治倫理条例の一部改正について」、議会の政治倫

理の向上と審査の公平を確保することを目的とし、政治倫理審査会で外部の意見の

反映を図るため、町の附属機関として藍住町政治倫理審査会が設置され、議会議員

の政治倫理の審査がされることにより、本条例の一部を改正するものであります。   

以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

 

○議長（西川良夫君）これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（西川良夫君） 質疑なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕      

○議長（西川良夫君） 討論なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、発議第８号「藍住町議会議員政治倫理条例の一

部改正について」を採決します。 
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お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第８号「藍住町議会議員政治倫理条例の一部改正について」は、

原案のとおり可決されました。 

議事の都合により、小休します。 

 午前１０時１６分小休 

 

〔小休中に消毒をする〕〔奥田副町長、退場する〕 

 

 午前１０時１７分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

日程第１３、議第７５号「藍住町副町長選任の同意について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま追加議案の提案理由の説明を求められましたので、

説明を申し上げます。 

議第７５号「藍住町副町長選任の同意について」は、副町長の奥田浩志が１２月

３１日で任期満了を迎えることとなります。 

つきましては、引き続き、副町長として、選任いたしたく副町長の再任について

議会の同意をお願いするものでございます。 

氏名等を申し上げます。氏名、奥田浩志、選任年月日は、令和４年１月１日であ

ります。 

以上、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川良夫君） 議第７５号につきましては、ただいま町長から説明があり

ましたように、本案は人事に関する案件でありますので、質疑・討論を省略し、直

ちに原案のとおり議決したいと思います。 

これに、御異議ありませんか。お諮りいたします。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議第７５号「藍住町副町長選任の同意について」は、氏名、奥田浩

志氏を選任同意することに決定いたしました。なお、選任年月日は、令和４年１月

１日であります。 

〔奥田副町長、入場する〕 

○議長（西川良夫君） ここで、ただいま選任されました奥田浩志氏がおいでにな

りますので、御挨拶をお願いいたします。 

〔副町長 奥田浩志君登壇〕 

◎副町長（奥田浩志君） ただいま議員の皆様から副町長という大役の御承認をい

ただき、誠にありがとうございました。私にとりましては、本当に身に余る光栄と

思っております。これからも髙橋町長を支え、微力ながら藍住町発展のために誠心

誠意、努力してまいる所存でございます。 

 議員の皆さんにおかれましては、なお一層の御指導、御協力をお願い申し上げ簡

単ではございますけれども、お礼の挨拶にかえさせていただきます。 

   （議場内、拍手） 

   〔奥田副町長、自席に着く〕 

○議長（西川良夫君） 小休します。 

 午前１０時２０分小休 

 

〔小休中に消毒をする〕 

 

 午前１０時２１分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

日程第１４、請願第４号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへ

の適切な措置を求める請願書」を議題とします。 

なお、本日までに受理をしております請願は、開会日にお配りした請願文書表の

とおり、本請願１件のみとなっております。  

 事務局長に請願文書表を朗読させます。 

大塚議会事務局長。 

◎議会事務局長（大塚喜美枝君） （請願文書表を朗読する） 

○議長（西川良夫君） 請願第４号の紹介議員であります平石賢治君から請願の説

明を求めます。 
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平石賢治君。 

〔平石賢治君登壇〕 

●１５番議員（平石賢治君） 議長から請願に対する説明を求められましたので、

読み上げまして説明にかえさせていただきます。 

インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへの適切な措置を求める請願。 

請願の趣旨、令和５年１０月に、消費税において適格請求書等保存方式（いわゆ

るインボイス制度）が導入される予定となっておりますが、同制度が導入されると、

免税事業者であるシルバー人材センターの会員はインボイスを発行することができ

ないことから、シルバー人材センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預か

り消費税分を納税する必要が生じます。しかし、公益法人であるシルバー人材セン

ターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はありません。 

シルバー人材センターが、安定的な事業運営が行え、また、会員の手取額を減少

させ、高齢者のやる気、生きがいを削ぐことのないよう、適格請求書等保存方式導

入にかかる適切な措置を求める意見書の提出を何とぞよろしくお願い申し上げます。 

請願の理由、シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供す

ることなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の

保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献してい

ます。 

人生１００年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬

よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をしているセンターの

会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのま

ま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きが

いを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念され、センターにと

っては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題であります。 

そのため、少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することな

く、シルバー人材センターの安定的な事業運営のために適格請求書等保存方式導入

にかかる適切な措置を求める意見書の提出をお願いする次第であります。 

 以上、地方自治法第１２４条の規定により請願いたします。議員各位の御賛同を

よろしくお願いします。 

○議長（西川良夫君） お諮りします。請願第４号「インボイス制度導入にかかる
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シルバー人材センターへの適切な措置を求める請願書」については、会議規則第９

２条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第４号については、委員会の付託を省略することに決定いたし

ました。 

 

○議長（西川良夫君） これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕      

○議長（西川良夫君） 討論なしと認めます。 

 

○議長（西川良夫君） これから、請願第４号「インボイス制度導入にかかるシル

バー人材センターへの適切な措置を求める請願書」を採決します。 

この採決は、起立によって行います。請願第４号を採択することに賛成の方は、

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西川良夫君） 起立多数です。 

 したがって、請願第４号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへ

の適切な措置を求める請願書」は、採択することに決定しました。 

小休します。 

 午前１０時２７分小休 

 

〔小休中に請願採択に伴う意見書について協議〕 

〔小休中に議案、追加日程を配布する〕 

 

 午前１０時３１分再開 

○議長（西川良夫君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

お諮りします。小休中に平石賢治君から、請願第４号の採択による意見書の議案

が提出されました。この議案は所定の賛成者がありますので、成立いたしました。
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これを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

〇議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第９号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへ

の適切な措置を求める意見書」についてを日程に追加し、追加日程第１として議題

とすることに決定いたしました。 

 追加日程第１、発議第９号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センター

への適切な措置を求める意見書」についてを上程し、議題といたします。 

事務局長に議案を朗読させます。 

 大塚議会事務局長。 

◎議会事務局長（大塚喜美枝君） （議案を朗読する） 

〇議長（西川良夫君） 提出者であります平石賢治君より、発議第９号について、

提案理由の説明を求めます。 

 平石賢治君。 

〔平石賢治君登壇〕 

●１５番議員（平石賢治君） 議長から提案理由の説明を求められましたので、発 

議第９号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへの適切な措置を求

める意見書」を読み上げて、提案理由の説明とさせていただきます。 

「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへの適切な措置を求める意見

書」。 

 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立

された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどに

より、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひ

いては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。 

令和５年１０月に、消費税において適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス

制度）が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であ

るセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕

入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しか

し、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源

はない。 
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人生１００年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬

よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をしているセンターの

会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのま

ま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きが

いを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。センターに

とっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。 

シルバー人材センターが、安定的な事業運営が行え、また、会員の手取額を減少

させ、高齢者のやる気、生きがいを削ぐことのないよう、適格請求書等保存方式導

入にかかる適切な措置を要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和３年１２月２３

日。提出先、厚生労働大臣殿、財務大臣殿。徳島県板野郡藍住町議会。 

以上、議員各位の賛同を得まして、議決を賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

〇議長（西川良夫君） お諮りいたします。発議第９号については、先ほどの請願 

の採択による意見書でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに原案のとおり議

決したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

〇議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第９号「インボイス制度導入にかかるシルバー人材センターへ

の適切な措置を求める意見書」については、原案のとおり可決いたしました。 

 なお、意見書については、速やかに関係機関に送付いたします。 

小休します。 

 午前１０時３６分小休 

 

〔小休中に消毒をする〕 

 

 午前１０時３８分再開 

○議長（西川良夫君）  小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

 最後に、「委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条

の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出が
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あります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議

ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（西川良夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

 

○議長（西川良夫君）ここで、議会閉会前の御挨拶を髙橋町長からお願いいたしま

す。 

 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） １２月議会閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。 

 去る１０日の開会から本日までの１４日間にわたり、御審議を賜り全議案を御承

認いただき、ありがとうございました。 

さらに、本日追加提案いたしました副町長の人事案件についても御同意をいただ

き重ねて厚くお礼申し上げます。 

一般質問におきまして、議員各位から町長選挙を踏まえた町政の取組、新型コロ

ナウイルス感染症対応、ワクチン接種の進め方、福祉対策など幅広い分野において

貴重な御意見、御提言を賜り、ありがとうございました。 

今議会は、私にとりまして二期目最初の定例会であり、開会日冒頭には、今後の

町政運営に係る所信を申し述べさせていただきました。 

また、一般質問では私の公約の進め方に関して、御質問をいただいたところであ

ります。 

年が明けますと、来年度予算編成に取り掛かります。この予算案には町民の皆様

とお約束した公約の具現化に向けた諸施策を盛り込んでまいりたいと考えておりま

す。今後とも議会を始め、町民の皆様の御理解をいただきながら住民福祉の向上の

ため適正な行財政運営に務めてまいりますのでどうかよろしくお願い申し上げます。 

 令和３年も残すところ僅かとなってまいりました。本日、御同席の皆様方、また

全ての町民にとりまして、新しい年が幸せ多い年でありますことをお祈りし、閉会

に当たっての御挨拶といたします。誠にありがとうございました。 
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○議長（西川良夫君） 以上で、本定例会の会議に付された事件は、全て終了しま

した。 

議員、理事者各位におかれましては、年末の何かとお忙しいところ、御出席をい

ただき、御協力、誠にありがとうございました。 

また、議員の皆様、理事者の皆様、議事運営にこの１年間御協力いただきました

ことに心から感謝を申し上げます。 

本年も残すところ、あと８日となりましたが、２０２２年が皆様方にとりまして

良い年でありますよう、御祈念を申し上げ、令和３年第４回定例会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

                                  午前１０時４１分閉会 
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